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○理容師法（抄） 

（昭和２２年１２月２４日法律第２３４号） 

 

第一条 この法律は、理容師の資格を定めるとともに、理容の業務が適正に行

われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。 

第一条の二 この法律で理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿

を整えることをいう。 

② この法律で理容師とは、理容を業とする者をいう。 

③ この法律で、理容所とは、理容の業を行うために設けられた施設をいう。 

 

第九条 理容師は、理容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければな

らない。 

一 皮ふに接する布片及び器具は、これを清潔に保つこと。 

二 皮ふに接する布片は、客一人ごとにこれを取りかえ、皮ふに接する器具は、

客一人ごとにこれを消毒すること。 

三 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置 

 

第十一条 理容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところによ

り、理容所の位置、構造設備、第十一条の四第一項に規定する管理理容師そ

の他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出な

ければならない。 

② 理容所の開設者は、前項の規定による届出事項に変更を生じたとき、又は

その理容所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければな

らない。 

 

第十一条の二 前条第一項の届出をした理容所の開設者は、その構造設備につ

いて都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第十二条の措置を講ずるに

適する旨の確認を受けた後でなければ、これを使用してはならない。 

 

第十二条 理容所の開設者は、理容所につき左に掲げる措置を講じなければな

らない。 

一 常に清潔に保つこと。 

二 消毒設備を設けること。 

三 採光、照明及び換気を充分にすること。 

四 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置 
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第十三条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、理容所

に立ち入り、第九条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させるこ

とができる。 

② 第四条の十三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査につ

いて準用する。 
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○美容師法（抄） 

（昭和３２年６月３日法律第１６３号） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、美容師の資格を定めるとともに、美容の業務が適正に行

われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方

法により、容姿を美しくすることをいう。 

２ この法律で「美容師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする

者をいう。 

３ この法律で「美容所」とは、美容の業を行うために設けられた施設をいう。 

 

 （美容の業を行う場合に講ずべき措置） 

第八条 美容師は、美容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければな

らない。 

一 皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。 

二 皮ふに接する布片を客一人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客一人ご

とに消毒すること。 

三 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置 

 

 （美容所の位置等の届出） 

第十一条 美容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところによ

り、美容所の位置、構造設備、第十二条の三第一項に規定する管理美容師そ

の他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出な

ければならない。 

２ 美容所の開設者は、前項の規定による届出事項に変更を生じたとき、又は

その美容所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければな

らない。 

 

（美容所の使用） 

第十二条 美容所の開設者は、その美容所の構造設備について都道府県知事の

検査を受け、その構造設備が第十三条の措置を講ずるに適する旨の確認を受

けた後でなければ、当該美容所を使用してはならない。 
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（美容所について講ずべき措置） 

第十三条 美容所の開設者は、美容所につき、次に掲げる措置を講じなければ

ならない。 

一 常に清潔に保つこと。 

二 消毒設備を設けること。 

三 採光、照明及び換気を充分にすること。 

四 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置 

 

（立入検査） 

第十四条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、美容所

に立ち入り、第八条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させるこ

とができる。 

２ 第四条の十三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査につ

いて準用する。 

 

 


